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性
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酎
寺
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際

寺
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柳

寺

本

凶
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法
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寺
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行

寺
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明
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団
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法
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光
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正
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剛
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光
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市
出
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寺

全

性
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玄

寺
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誠
一
花
寺

立

問

寺

国

耐
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間

寺
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品
開
寺

金

持

野
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町

邦

領

地

本

成

苦

金剛
山

川

町

出

品

す

町

野

街

地

本

日

寺

金
抑
制
山
川
寺
町
野

街

地

行

持

寺

金
州
内
野
山
寺
川
狩

街

地

妙

照

寺

金
抑
肝
川

寺

町

拝

領

地

従

来

寺

金
持
旧
日
川
寺
町
野
街

地

本

山

県

等

金
伴
野
川
寺
町
野

街

地

山

刑

法

寺

金
神川間
nm
持

制

地

妙

安

寺

金
柑
仰
木
多
一
量
的
協
到
街
地

直

系

寺

金
体
小
立
野
到
鎖
地
。
寺
卸
抗
イ
石

一
一
法
花
寺

金
制
作
抽
出
野
川
川
除

問

対

街

地

興

策

寺

金制
仲卯
民

拝

領

地

剛

来

寺

金

制

印

卯

反

到

斜

地

本

興

苦

役

得

卯

民

地

子

地

本

恕

寺

念

押

印

卯

民

抑

制

地

妙

法

寺

金

仰

卯

民

地

子

地

妙

法

愉

寺

金
問
卯
民
地
子
地

大

一

辿

寺

金

抑

卯

民

地

子

地

符

心

寺

金

仰

卯

医

界

街

地

本

成

寺

金

内

卯

民

地

子

地

従

来

寺

金

抑

卯

反

対

領

地

法

雲

寺

金

抑

卯

日

山

野

街

地

妙

限

守

金

持

卯

民

地

子

制

本

土

寺

金
制
作
卯
医
師
什街
地

本

行

寺

金
持
卯
民
地
子

地

印

勝

寺

金

内

卯

反

地

子

地

日

制

等

金
祁
卯
民
地
子
地

上

限

寺

金
持
卯
民
地
子

地

本

興

寺

金

制

附

卯

辰

地

子

地

本

延

寺

金

仰

卯

日

山

地

子

地

長
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持
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地
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石
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沼
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地
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石
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安
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河
北
川
野
村
地
子
地

河
北
制
限
村
地
子
地

河ル山
端
部
村
地
子
地

河
北
湘一
品
坂
村
地
子
地

河ル山
州州
市
窓
谷
村
地
子
地

河
北
制
的
水
谷
村
地
子
地

河
北
川
上
浦
彼
村
地
子
地

河
北
郷
土
澗
彼
村
地
子
地

別
出
揃
川
駅
前
村
地
子
地

河
出
制
獄
附
村
地
子
地

河
北
地
保
谷
村
地
子
地

羽
同
都
大
山
村
地
子
地

羽
咋
制
袋
生
村
地
子
地

別羽咋
州
州
政
桜
村
地
子
地

刑
制
咋
仰
仰
川
村
地
子
地

刑
制
咋
部
柴
村
村
地
子
地

沼
町
制
柴
羽
村
地
子
地

調
羽
咋
揃
柴
却
村
地
子
地

用
羽
咋
郡
則
松
村
地
子
地

山
出
品
川
凶
山
内
必
村
地
子
地

山
出
品
部
小
町
村
地
子
地

閥
均
柑
小
品
川
村
地
子
地

臨
ぬ
郡
小
山
町
村
地
子
地

mhmm小
島
村
地
子
地

臨
eM細
小
島
村
地
子
地

腿
応
部
小
向
町
村
地
子
地

臨
品
川
小
品
村
地
子
地

開
九
州
郡
小
山
村
地
子
地

隠
れ
州
側
小
白
川
村
地
子
地

腿
応
加
小
川
両
村
地
子
地

妙

凶

寺

妙

相

寺

大

采

寺

成

隆

寺

妙

策

寺

押
印
先
寺

妙

味

寺

本

位

寺

O
大
山
由
寺
滞

木

光

寺

江

沼

郡

大

型

寺

久
法
寺
江
沼
部
大
山
町
寺

宗

務

寺

江

沼

郡

大

型

寺

恕
光
寺
江
川
旧
制
大
山
寺

市

山

法

院

江

沼

出

吉
崎
村

エ
ツ
カ
イ
目
海

日

述

宗

の
併
。
一

h

判
明
叫
砂
。

京
都
寂
光
院
内
本
凶
坊
に
住
し
、
回
予
徳
品
加
ね
附
り
、

紛
ら
附
碁
に
於
い
て
浪
も
有
名
で
あ
っ
た
。
之
を
以

て
徳
川
家
康
に
召
さ
れ
て
説
時
に
江
戸
に
下
っ
た
。

滞
の
老
院
本
多
安
閉
山
守
政
長
亦
之
に
田
川
依
し
、
元
利

三
年
之
を
招
き
、金
制
仰
に
本
行
寺
を
創
建
せ
し
め
た
。

九
年
五
月
江
戸
に
於
い
て
寂
。

=
ツ
カ
イ
日
海
日
抽
出
宗
の
m
o
m羽
咋
郡
妙
成

寺
三
十
五
代
の
佐
待
。
探
如
院
と
構
し
、
文
政
十
一

年
十
且
サ
九
日
武
州
前
売
寺
に
於
い
て
迫
化
し
た
。

-
一
ツ
カ
ン
目
感
日
間
昔
前
の
m
o
河
北
郡
車
村

夜
来
寺
官
二
代
の
住
持
で
、
本
光
院
と
獄
し
、
江
文

八
年
務
侯
前

m綱
紀
の
命
を
受
け
、
雨
を
断
っ
て
そ

の
験
が
あ
っ
た
。
年
且
不
祥
什

一
日
寂
。

-
一
ツ
カ
ン
目
院

日
迩
宗
の
品
川
。
字
は
恐
探
、

闘
中
院
と
務
し
、
国
涯
の
入
。
問
凶
法
蛤
寺
に
苅
姿

し
、
山
科
制
林
に
品
目
ん
で
直
に
玄
畿
を
鵡
じ
、
次
い

で
同
地
大
立
寺
に
住
み
、
施
困
寺
の

mmMを
受
け
て
文

句
を
講
じ
、
叉
術
後
山
間
MM
附
寺
に
移
り
、
元
文
二

出
品
部
小
路
村
地
子
地

図
京
都
輪
島
村
地
子
他

風
車
部
宇
山
山
柏
村
地
子
地

図
主
部
別
所
谷
村
地
子
地

臥
平
-部
披
磁
村
地
子
地

鳳
豆
郡
鵜
川
村
地
子
地

珠
洲
郡
鹿
野
村
地
子
地

珠
洲
郡
正
院
村
地
子
地

..... 圃，、 -
一
ツ
キ
日
輝

日

述

宗

の
崎
山
。
手
は
発
山、

従

陀
那
院
と
脱
し
た
。
金
聞
の
務
士
山
削
口
和
平
の
問
子

で
、
見
放
十
二
年
三
月
廿
六
日
に
生
ま
れ
、
幼
名
を

駒
三
と
い
う
た
が
、
九
段
の
町
出
家
し
て
慈
辺
寺
日

行
に
臨
ひ
、
白
剤
叶
と
都
し
、
日
行
の
寂
後
は
妙
虫
寺

日
制
に
附
郡
し
て
内
外
の
引
を
習
得
し
た
。
問
に
立

像
寺
日
開
の
道
惑
が
高
か
っ
た
か
ら
、
日
制
は
同
時
初

附
し
て
そ
の
敬
を
受
け
、
文
京
都
に
上
。
、
深
草
木

妙
寺
日
臨
に
随
ひ
、
邸
凶
の
後
泣
品
開
寺
の
後
川
川
に
小

路
を
Mm
へ
て
制
制
励
行
を
取
と
し
た
。
般
に
し
て
天

保
四
年
武
品
開
苦
日
仰
の
寂
後
抗
の
法
附
を
綴
ぎ
、
寺

内
に
光
治
川
を
興
し
て
大
衆
を
敬
挺
し
た
が
、
門
下

前
に
百
品
仰
を
数
へ
、
務
俣
の
生
母
閉
山
保
院
深
く
郎
依

し
、
侭
山
以
米
三
十
依
を
一
市
附
し
て
mm
資
を
助
け
た
。

弘
化
周
年
水
戸
談
林
に
開
せ
ら
れ
て
そ
の
限
額
を
興

し
、
問
凶
後
は
者
作
・
滞
訟
に
従
ひ
、
安
政
六
年
二

月
サ
三
日
静
六
十
を
以
て
治
に
寂
し
た
。
門
下
刷
掠

っ
て
身
延
山
久
泌
寺
・池
上
本
門
苦
・金
内
立
像
寺
に

そ
の
仰
を
立
て
た
。
日
刊
の
策
録
は
ん
そ
九
J
l
釈
の

多
一一き
に
上
ろ
。

ニ
ツ
キ
ヨ
ウ
目
偏
曜
日
挫
宗
の
品
川。
上
総
の
入
。

山
世
長
十
三
年
同
根
に
在
っ
て
本
逃
肪
劣
の
殺
を
明

へ
、
日
つ
他
宗
を
誹
訪
し
た
の
で
、
明
上
告
の
似
性

は
之
を
徳
川
家
肢
に
訴
へ
、
法
論
を
仰
い
て
是
非
を

決
せ
ん
と
し
た
。
然
る
に
そ
の
日
に
主
り
、
深
土
宗

の
徒
日
純
の
宥
械
に
先
だ
ち
之
を
山
田
垣
内
，
て
殴
打
を
加

一ー
九

年
期
制
咋
部
妙
成
寺
に
入
山
し
て
そ
の
サ
六
代
を
嗣
法

L
J
延
平
三
年
退
隠
し
て
客
奴
に
目
。
、
賀
川
間
十
年

正
月
十
一
日
六
十
入
践
に
て
寂
し
た
。

=
ツ
カ
ン
回
数

日
述
祭
の
例
。
選
出M
院
と
務

し
、
能
州
妙
成
寺
三
十
六
代
の
住
持
。
組
後
の
人
。

三
俊
民
昨
日
寺
よ
り
入
山
し
、
文
政
五
年
十
一
用
品
川
一

日
絞
。

• 


